
 
 

 

個
人
情
報
保
護
規
則
（
規
則
第
九
十
八
号
）
中
一
部
改
正 

  

個
人
情
報
保
護
規
則
（
規
則
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

第
二
条
第
五
号
中
「
又
は
一
年
以
内
の
個
人
情
報
保
護
法
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き

個
人
情
報
保
護
法
施
行
令
第
五
条
で
定
め
る
期
間
以
内
に
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
」
を
削

り
、
同
条
第
七
号
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八

号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

仮
名
加
工
情
報 

個
人
情
報
保
護
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
仮
名
加
工
情
報
を
い

う
。 

  

第
六
条
第
二
項
中
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
の
下
に
「
（
個
人
情
報
保
護
法
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

  

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
不
適
正
な
利
用
の
禁
止
） 

第
六
条
の
二 

本
会
は
、
違
法
又
は
不
当
な
行
為
を
助
長
し
、
又
は
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
方

法
に
よ
り
個
人
情
報
を
利
用
し
な
い
。 

  

第
十
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。 

  
 

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
漏
え
い
等
の
報
告
等
） 

第
十
二
条
の
二 

本
会
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
個

人
デ
ー
タ
の
安
全
の
確
保
に
係
る
事
態
で
あ
っ
て
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大

き
い
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
で
定
め
る
も
の
が
生
じ
た
と
き

は
、
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
態
が
生
じ

た
旨
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
報
告
す
る
。
た
だ
し
、
本
会
が
、
他
の
個
人
情
報
取
扱
事
業

者
か
ら
当
該
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、

個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
六
条
の
四
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
態
が
生
じ
た

旨
を
当
該
他
の
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
（
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

に
は
、
本
会
は
、
本
人
に
対
し
、
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
六
条
の
五
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
本
人
へ
の
通
知
が
困
難
な
場
合
で

あ
っ
て
、
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
措
置
を
と
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



  
第
十
三
条
第
二
項
中
「
（
要
配
慮
個
人
情
報
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
第
三
者
に
提
供
さ
れ
る
個
人
デ
ー
タ
が
要
配
慮
個
人
情
報
又
は
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
違
反
し
て
取
得
し
た
も
の
若
し
く
は
他
の
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
か
ら
こ
の
項
本

文
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
も
の
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の

を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  
 

第
十
三
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と

し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

第
三
者
に
提
供
さ
れ
る
個
人
デ
ー
タ
の
取
得
の
方
法 

  
 

第
十
三
条
第
二
項
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

本
会
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

  

第
十
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

八 

そ
の
他
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
法

施
行
規
則
第
七
条
で
定
め
る
事
項 

 

 
 

第
十
三
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
」
を
「
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
デ
ー
タ
の
提
供
を
や
め
た
と
き
は
遅

滞
な
く
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
又
は
第
八
号
」
に
、
「
変
更
す
る
場
合
は
、

変
更
す
る
内
容
」
を
「
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
」
に
改
め
、
「
、
あ

ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
名
称
」
の

下
に
「
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は

管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十

三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
利
用
す
る

者
の
利
用
目
的
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
名
称
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
す
る
内
容
に
つ

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
「
、
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
遅
滞
な
く
、
同
号
に
規
定
す
る
利
用
す
る
者
の
利
用
目
的
又
は
当

該
責
任
を
有
す
る
者
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
に
つ
い
て
」
に
改
め

る
。 

  

第
十
三
条
の
二
中
「
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
十
一

条
」
に
改
め
、
「
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」

を
、
「
相
当
す
る
措
置
」
の
下
に
「
（
第
三
項
に
お
い
て
「
相
当
措
置
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、



「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
一
条
の
二
」
に
改
め
、
「
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
者
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
同
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 
本
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
人
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
個
人
情
報
保
護

法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
三
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
外
国
に
お
け
る

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
制
度
、
当
該
第
三
者
が
講
ず
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
措

置
そ
の
他
当
該
本
人
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
を
当
該
本
人
に
提
供
す
る
。 

３ 

本
会
は
、
個
人
デ
ー
タ
を
外
国
に
あ
る
第
三
者
（
第
一
項
に
規
定
す
る
体
制
を
整
備
し
て

い
る
者
に
限
る
。
）
に
提
供
し
た
場
合
に
は
、
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
四

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
第
三
者
に
よ
る
相
当
措
置
の
継
続
的
な
実
施
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
本
人
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
必
要
な
措
置
に
関

す
る
情
報
を
当
該
本
人
に
提
供
す
る
。 

  

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
（
第
十
三
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。 

  

第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
）
」
を
削
る
。 

  

第
十
三
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
個
人
関
連
情
報
の
第
三
者
提
供
の
制
限
等
） 

第
十
三
条
の
五 

本
会
は
、
第
三
者
が
個
人
情
報
保
護
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
個
人
関
連
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
個
人
関
連
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
構
成
す
る
も
の

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
個
人
デ
ー
タ
と
し
て
取
得
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
と
き
は
、
第

十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ

め
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
を

し
な
い
で
、
当
該
個
人
関
連
情
報
を
当
該
第
三
者
に
提
供
し
な
い
。 

一 

当
該
第
三
者
が
本
会
か
ら
個
人
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
本
人
が
識
別
さ
れ
る
個
人

デ
ー
タ
と
し
て
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
る
旨
の
当
該
本
人
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

外
国
に
あ
る
第
三
者
へ
の
提
供
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
本
人
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い
て
、
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
三
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
外
国
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
制
度
、
当
該
第
三
者
が
講

ず
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
当
該
本
人
に
参
考
と
な
る
べ
き
情
報
が
当

該
本
人
に
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

２ 

第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
会
が
個
人
関
連
情
報
を
提
供

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
講
ず
る
と
と
も
に
、



本
人
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
必
要
な
措
置
に
関
す
る
情
報
を
当
該
本
人
に
提
供
す
る
」
と
あ

る
の
は
、
「
講
ず
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
前
条
第
二
項
の
規
定
は
本
会
が
個
人
情
報
保
護
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

確
認
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
、
前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
本
会
が
確
認
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

三
項
中
「
の
提
供
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
を
提
供
し
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
名
称
」
の
下
に
「
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
中
「
次
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

  

第
十
五
条
第
一
項
中
「
開
示
」
を
「
電
磁
的
記
録
の
提
供
に
よ
る
方
法
そ
の
他
の
個
人
情
報
保

護
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
六
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
開
示
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
個
人

情
報
保
護
法
施
行
令
第
九
条
で
定
め
る
方
法
」
を
「
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
本
人
が
請
求
し
た

方
法
（
当
該
方
法
に
よ
る
開
示
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
方
法
に
よ
る
開

示
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
書
面
の
交
付
に
よ
る
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
全
部
又
は
」
を
「
全
部
若
し
く
は
」
に
、
「
と
き
又
は
」
を
「
と
き
、
」
に
、
「
と
き
は
」
を

「
と
き
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
本
人
が
請
求
し
た
方
法
に
よ
る
開
示
が
困
難
で
あ
る
と
き

は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
個
人
デ
ー
タ
に
係
る
第
十
三
条
の
三
第
一

項
及
び
第
十
三
条
の
四
第
三
項
の
記
録
（
そ
の
存
否
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
公
益
そ

の
他
の
利
益
が
害
さ
れ
る
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
法
施
行
令
第
九
条
で
定
め
る
も
の
を

除
く
。
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
第
三
者
提
供
記
録
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

  

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
六
条
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
六
条
の
二
」
を
加
え
、
「
と
き
又
は
」

を
「
と
き
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
及
び
「
第
三
項
」
の
下
に
「
若
し
く

は
第
五
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

５ 

本
人
は
、
本
会
に
対
し
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
デ
ー
タ
を
本
会
が
利
用
す
る

必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有
個
人
デ
ー
タ
に
係
る
第
十
二
条

の
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
保
有

個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に
よ
り
当
該
本
人
の
権
利
又
は
正
当
な
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
等
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

本
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
請
求
に
理
由
が
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
本
人
の
権
利
利
益
の
侵
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、

遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
等
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を
行
う
。



た
だ
し
、
当
該
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
停
止
等
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
に
多
額
の

費
用
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
の
利
用
停
止
等
又
は
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を
行
う
こ
と
が

困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き

措
置
を
と
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

第
十
八
条
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
、
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」

に
改
め
る
。 

  

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
三

項
若
し
く
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を
特
定
す
る
」
を
「
又
は
第
三
者
提
供
記
録

を
特
定
す
る
」
に
、
「
の
特
定
」
を
「
又
は
当
該
第
三
者
提
供
記
録
の
特
定
」
に
改
め
る
。 

  

第
二
十
条
の
五
を
第
二
十
条
の
七
と
し
、
第
二
十
条
の
四
を
第
二
十
条
の
六
と
し
、
第
二
十
条

の
三
を
第
二
十
条
の
五
と
す
る
。 

 

第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
項
」
を
「
第
二
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
十
条
の
四
と
し
、
第
二
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
仮
名
加
工
情
報
の
作
成
等
） 

第
二
十
条
の
二 

本
会
は
、
仮
名
加
工
情
報
（
個
人
情
報
保
護
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る

仮
名
加
工
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る

と
き
は
、
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
七
で
定
め
る

基
準
に
従
い
、
個
人
情
報
を
加
工
す
る
。 

２ 

本
会
は
、
仮
名
加
工
情
報
を
作
成
し
た
と
き
、
又
は
仮
名
加
工
情
報
及
び
当
該
仮
名
加
工
情

報
に
係
る
削
除
情
報
等
（
仮
名
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
個
人
情
報
か
ら
削
除
さ
れ

た
記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
加
工
の
方
法
に
関
す

る
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
七
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
た
と
き
は
、
削
除
情
報
等
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
八
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
削
除

情
報
等
の
安
全
管
理
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
。 

３ 

本
会
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、
仮
名
加
工

情
報
（
個
人
情
報
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
扱
わ
な
い
。 

４ 

仮
名
加
工
情
報
に
つ
い
て
の
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
、
第
三
項



及
び
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
本
人
に
通
知
し
、
又
は
公
表
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
公
表
す
る
」
と
す
る
。 

５ 
本
会
は
、
仮
名
加
工
情
報
で
あ
る
個
人
デ
ー
タ
及
び
削
除
情
報
等
を
利
用
す
る
必
要
が
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
個
人
デ
ー
タ
及
び
削
除
情
報
等
を
遅
滞
な
く
消
去
す
る
よ
う
努
め

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

６ 

本
会
は
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
く
ほ
か
、
仮
名
加
工
情
報
で
あ
る
個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者

に
提
供
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
条
の
二
第
六
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
、
本
人
に
通
知
し
、
又
は
本
人
が
容
易
に
知
り

得
る
状
態
に
置
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
公
表
し
て
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
、
本
人
に
通
知
し
、

又
は
本
人
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
」
と
あ
る
の
は
「
公
表
す
る
」
と
、
第
十
三
条
の

三
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
（
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
個
人
デ
ー
タ
の
提
供
に
あ
っ
て
は
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
）
」

と
あ
り
、
及
び
第
十
三
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
第
四
項
各

号
の
い
ず
れ
か
」
と
あ
る
の
は
「
法
令
に
基
づ
く
場
合
又
は
第
十
三
条
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ

か
」
と
す
る
。 

７ 

本
会
は
、
仮
名
加
工
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
仮
名
加
工
情
報
の
作
成
に
用

い
ら
れ
た
個
人
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す
る
た
め
に
、
当
該
仮
名
加
工
情
報
を
他
の
情
報

と
照
合
し
な
い
。 

８ 

本
会
は
、
仮
名
加
工
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
電
話
を
か
け
、
郵
便
若
し
く
は
民

間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事

業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
り
送
付
し
、
電
報
を
送
達
し
、
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
装
置
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
個
人
情
報
保
護
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
九
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。
）
を
用
い
て
送
信
し
、
又
は
住
居
を
訪
問
す
る
た
め
に
、
当
該
仮
名
加
工

情
報
に
含
ま
れ
る
連
絡
先
そ
の
他
の
情
報
を
利
用
し
な
い
。 

９ 

仮
名
加
工
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
で
あ
る
個
人
デ
ー
タ
及
び
仮
名
加
工
情
報
で
あ
る
保
有

個
人
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項
、
第
十
二
条
の
二
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
条

ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

（
仮
名
加
工
情
報
の
第
三
者
提
供
の
制
限
等
） 

第
二
十
条
の
三 

本
会
は
、
法
令
に
基
づ
く
場
合
を
除
く
ほ
か
、
仮
名
加
工
情
報
（
個
人
情
報
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
第
三
者
に
提
供
し
な
い
。 

２ 

第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
本
会
が
仮
名
加
工
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第



二
十
条
の
三
第
一
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
、
本
人
に
通
知
し
、
又
は
本
人
が
容
易
に
知
り

得
る
状
態
に
置
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
公
表
し
て
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
、
本
人
に
通
知
し
、

又
は
本
人
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
く
」
と
あ
る
の
は
「
公
表
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

３ 

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
並
び
に
前
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、

仮
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
中
「
漏
え
い
、

滅
失
又
は
毀
損
」
と
あ
る
の
は
「
漏
え
い
」
と
、
前
条
第
七
項
中
「
た
め
に
、
」
と
あ
る
の
は

「
た
め
に
、
削
除
情
報
等
を
取
得
し
、
又
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

１ 

第
二
条
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
六
条
第
二
項
、
第
六
条
の
二
（
新
設
）
、
第
十

条
、
第
十
二
条
の
二
（
新
設
）
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
項
、

第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
、
第
十
三
条
の
五

（
新
設
）
、
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第

五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
条
の
二

か
ら
第
二
十
条
の
七
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

個
人
情
報
保
護
規
則
（
規
則
第
九
十
八
号
）
は
、
こ
の
改
正
規
定
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ
れ
、

次
い
で
こ
の
改
正
規
定
と
同
日
施
行
の
同
規
則
中
一
部
改
正
（
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
関
係
）
附
則
第

一
項
の
改
正
規
定
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 


